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○インフルエンザに悩まされた 12月 

11月の終わりから徐々にインフルエンザのり患者が増え、12月は一気に広がりました。学級閉鎖

をしなければならない状況でした。該当学級の保護者の皆様には急な学級閉鎖にご対応していただ

き、ありがとうございました。ようやくピークを過ぎたようですが、2 回目の流行があるかもしれ

ないので心配しています。手洗いやマスク着用など、子供たちが予防を意識できるよう今後も声掛

けを行いたいと思います。 

○アンケートへのご協力ありがとうございました 

11月に 2回目の学校生活アンケートを行いました。1学期に行ったアンケートでは、130件を超

えるいじめを認知し、担任が子供たちから話を聞いて対応・指導を行いました。今回のアンケート

でも同様に対応しています。「いじめはどの学校でもおこるもの」です。この認識をもって日々の

観察や指導を行いたいと思います。 

平成 25年に制定された「いじめ防止対策推進法」に定められている条項をいくつか紹介しま

す。（紙面の都合上、一部の紹介です。7月の学校だよりに掲載した内容と同じです。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童・教職員・保護者が、いじめ防止を意識して、力を合わせていく必要があります。これか

らもご理解とご協力をお願いします。 

○二学期が終わります。皆様のご協力に感謝申し上げます。 

明後日は二学期の終業式です。二学期には、運動会やバス

旅行、鼓笛パレード、バルーンリリース、ゆめ広場など、た

くさんの行事がありました。どの行事も子供たちは楽しんで

参加していたように思います。子供たちが楽しく学んだり行

事に参加したりできるのは、日々の保護者の皆様や地域の皆

様のおかげです。ご理解とご協力に感謝申し上げます。 

【長子配布】 

（いじめの禁止） 

第４条 児童等はいじめを行ってはならない。 

（学校及び学校の教職員の責務） 

第８条 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、

地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早

期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われると

きは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。 

（保護者の責務等） 

第９条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等

がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必

要な指導を行うよう努めるものとする。（紙面の都合上、第２項以下を省略します） 
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記念事業へのご協力ありがとうございます。 


